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第一章  総  論 

第１節 機構（組織）の概要 

１ 保健所事務分掌（令和 6年 4月 1日現在） 

保健総務課 

総務係 

(1) 健康危機管理の総括に関すること。 

(2) 看護学校に対する運営事業補助に関すること。 

(3) 大津市保健所運営協議会に関すること。 

(4) 保健所衛生委員会に関すること。 

(5) 保健衛生統計調査及び医療統計調査に関すること。 

(6) 献血に関すること。 

(7) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営の許可等に関すること。 

(8) 公印の保管に関すること。 

(9)  庁舎の維持管理に関すること。 

(10) 公用車の管理に関すること。 

(11) 課、地域保健推進室及び医療安全支援センターの一般庶務に関すること。 

 

医事薬事係 

(1) 病院、診療所及び助産所の許可及び届出並びに監視指導に関すること。 

(2) 医薬品等の販売等の許可及び届出並びに監視指導に関すること。 

(3) あん摩マッサージ指圧師等の届出及び監視指導に関すること。 

(4) 毒物劇物販売等の登録及び監視指導に関すること。 

(5) 衛生検査所に関すること。 

(6) 医療従事者の免許に関すること。 

(7) 麻薬及び向精神薬の免許申請等に関すること。 

(8) 医療機能情報及び病院報告に関すること。 

(9) 医療安全に関すること。 

 

地域保健推進室 

(1) 地域保健に係る施策の総合的な企画、調査及び研究に関すること。 

(2) 地域保健事業の実施に関すること（すこやか相談所の分掌事務に属するものを除く。）。 

(3) 大津市保健医療基本計画及び健康おおつ 21に関すること。 

 

すこやか相談所  

(1) 地域保健に係る施策の企画、調査及び研究に関すること。 

(2) 地域保健事業の実施に関すること。 

(3) 地域保健事業に係る衛生統計及び保健衛生思想の普及向上に関すること。  

 

医療安全支援センター 

(1) 医療法（昭和 23年法律第 205号）第 6条の 13第 1項各号に掲げる事務に関すること。 
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地域医療政策課 

(1) 地域医療施策の企画、調整及び推進に関すること。 

(2) 地方独立行政法人市立大津市民病院との連絡調整に関すること。 

(3) 地方独立行政法人市立大津市民病院評価委員会に関すること。 

(4) 救急医療に関すること。 

(5) 在宅医療に関すること。 

(6) 地域リハビリテーションの支援に関すること。 

(7) 公益社団法人大津市医師会、一般社団法人大津市歯科医師会及び一般社団法人大津市薬 

剤師会との連絡調整に関すること。 

(8) 地域の保健医療に係る各種団体等に対する補助に関すること。 

(9)  課の一般庶務に関すること。 
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衛生課 

生活衛生係 

(1) 興行場、旅館、公衆浴場、理容所、美容所、クリーニング所及び遊泳用プールの衛生に

関すること。 

(2) 温泉の利用の許可に関すること。 

(3) 建築物における衛生的環境の確保に関すること。 

(4) 専用水道、簡易専用水道及び飲用井戸等の衛生に関すること。 

(5) 生活衛生に係る啓発に関すること。 

(6) 衛生営業総合管理システムに関すること。 

(7) 一般公衆浴場運営補助金に関すること。 

(8) 衛生害虫の相談に関すること。 

(9) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。 

(10) 狂犬病予防注射済票の交付に関すること。 

(11) 飼い犬の鑑札の交付に関すること。 

(12) 課の一般庶務に関すること。 

 

試験検査係 

(1) 国等の試験研究機関との調整に関すること。 

(2) 食品等の試験検査に関すること。 

(3) 感染症に係る試験検査に関すること。 

(4) 水質汚濁等環境に係る試験検査に関すること。 

 

食の安全推進係 

(1) 食の安全・安心に係る企画及び調整に関すること。 

(2) 食育推進の総括に関すること。 

(3) 食の安全・安心に係る啓発に関すること。 

(4) 特定給食施設の届出及び監視指導に関すること。  

(5) 食品の表示（健康の増進を図るためのものに限る。）に関すること。  

(6) 専門的栄養指導に関すること。 

 

食品指導係 

(1) 食品衛生関係施設の営業許可等及び監視指導に関すること。 

(2) 食品の表示（健康の保護を図るためのものに限る。）に関すること。 

(3) 食中毒及び不良食品の調査指導に関すること。 

(4) 食鳥処理の事業及びふぐの取扱いの規制に関すること。 

(5) と畜場及び化製場等(動物の飼養又は収容のための施設を除く。)に関すること。 

(6) 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成 14年法律第 70号)に関すること。 

(7) 食品等事業者の自主的な衛生管理の推進に関すること。 

(8) 食品衛生関係功労者等の表彰に関すること。 

 

 

－3－



- 4 - 

 

動物愛護センター 

(1) 動物の愛護及び管理に関すること。 

(2) 第１種動物取扱業の登録に関すること。 

(3) 特定動物の飼養許可に関すること。 

(4) 動物の飼養又は収容のための施設に関すること。 

(5) 狂犬病の予防に関すること。 

(6) 飼い犬の登録に関すること。 

(7) 滋賀県動物保護管理センターとの連絡調整に関すること。 

(8) 防疫に係る消毒に関すること。 

(9) 公印の保管に関すること。 

(10) 動物愛護センターの庶務に関すること。 
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保健予防課 

管理係 

(1) 課の予算・決算に関すること。 

(2) 肝炎治療特別促進事業に関すること。 

(3) 肝炎重症化予防事業の検査費用助成に関すること。 

 (4) 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に関すること。 

(5) 特定医療費（指定難病）に関すること。 

(6) 原子爆弾被爆者の援護に関すること。 

(7) アスベスト救済法に関すること。 

(8) 熱中症の啓発に関すること。 

(9) 課の一般庶務に関すること。 

 

感染症対策係  

(1) 感染症対策に関すること。 

(2) 感染症発生動向調査事業に関すること。 

(3) 新型インフルエンザ対策（住民接種、特定接種）に関すること。 

(4) 新型コロナウイルス感染症対策に関すること。 

(5) 家畜防疫対策（高病原性鳥インフルエンザ等）に関すること。 

(6) 特定感染症の検査・相談に関すること。 

(7) 結核予防対策に関すること。 

(8) 感染症医療療養費に関すること。 

(9)  肝炎重症化予防事業のフォローに関すること。 

   

予防接種係  

(1) 予防接種に関すること。 

(2) 新型コロナウイルスワクチン接種に関すること。 

（3） 風しん対策に関すること。 

 

精神・難病支援係   

(1) 精神保健福祉相談に関すること。 

(2) 思春期・ひきこもり家族支援に関すること。 

(3) 自殺対策に関すること。 

(4) 精神障害者の退院後支援に関すること。 

(5) 家族会支援に関すること。 

(6) 難病対策に関すること。 

(7) 精神科病院実施指導に関すること。 

(8) 精神早期介入・支援事業に関すること。 
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健康推進課 

管理係 

(1) 健康増進に係る保健施策の調整に関すること。 

(2)  総合保健センターの施設の維持管理に関すること。 

(3)  総合保健システムに関すること。 

（4） 公印の保管に関すること。 

(5) 課の一般庶務に関すること。 

 

健康支援係 

(1) 健康増進（がん検診に関するものを除く。）に係る保健施策の企画、調査及び研究に関 

すること。 

(2) 健康増進思想の普及及び啓発に関すること。 

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57年法律第 80号）に基づく特定健康診査及び 

特定保健指導に関すること。 

(4) 国民健康保険の保健事業に関すること。 

(5) 生活習慣病等疾病対策に関すること。 

(6) 健康教育、健康相談（乳幼児に関することを除く。）に関すること。 

(7) 各種の健康診査及び検診（乳幼児健康診査及び乳幼児歯科健診並びにがん検診を除く。） 

   に関すること。 

(8) 健康増進法（平成 14年法律第 103号）に基づく受動喫煙対策の防止対策の推進に関する 

   こと。 

(9) 歯科保健（乳幼児に関するものを除く。）に関すること。 

(10) 健康推進関係団体への支援に関すること。 

 

がん対策推進係 

(1) 健康増進（がん検診に関するものに限る。）に係る保健施策の企画、調査及び研究に関 

すること。 

(2) がん対策の普及及び啓発に関すること。 

(3) がん検診に関すること。 

(4) 肝炎ウイルス検診に関すること。 
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母子保健課 

 管理助成係 

（1） 母子保健に係る施策の調整に関すること。 

（2） 児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病に係る医療費の支給及び指定医療機関等の指定

に関すること。 

（3） 課の一般庶務に関すること。 

 

乳幼児保健係 

(1) 母子保健（乳幼児健康診査、乳幼児歯科健診及び発達相談に関するものに限る。）に係 

る施策の企画、調査及び研究に関すること。 

(2) 母子保健事業（乳幼児健康診査、乳幼児歯科健診及び発達相談に関するものに限る。） 

の実施に関すること。 

(3) 乳幼児の健康教育及び健康相談に関すること。 

 

母子保健係 

(1) 母子保健（乳幼児健康診査、乳幼児歯科健診及び発達相談に関するものを除く。）に係 

る施策の企画、調査及び研究に関すること。 

(2) 母子保健事業（乳幼児健康診査、乳幼児歯科健診及び発達相談に関するものを除く。）

の実施に関すること。 

(3) 児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病に関すること（管理助成係の分掌事務に属するも

のを除く。）。 

 

子ども発達相談センター 

(1) 発達に係る相談及び検査に関すること。 

(2) 発達に係る診察及び助言に関すること。 

(3) 発達に係る研修会等の開催その他の啓発に関すること。 

(4) 発達障害児等及びその家族の支援に係る関係機関との連携及び調整に関すること。 

(5) 発達障害児等の早期発見、早期対応、支援施策の企画に関すること。 

(6) 公印の保管に関すること。 
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２ 沿 革 

  平成２１年 ４月 １日 大津市保健所開設（中核市移行に伴う） 

              ※保健総務課、衛生課、保健予防課 

               場所：大津市におの浜四丁目４－５ 

              ※健康推進課、総合保健センター 

場所：大津市浜大津四丁目１－１明日都浜大津２階 

              ※大津市動物愛護センター 

               場所：大津市仰木の里一丁目２４－２ 

              ※すこやか相談所【和邇、堅田、比叡、中、膳所、南、瀬田】 

  平成２３年 ７月２５日 膳所すこやか相談所移転 

  平成２７年 ２月 ２日 におの浜から明日都浜大津１階へ移転 

              子ども発達相談センター開設 

  平成２７年 ４月 １日 医療安全支援センター開設 

  平成２９年 ４月 １日 地域医療戦略室開設 

              グループ制から係制へ移行 

              保健総務課の食に関する事務分掌が衛生課へ移管 

平成３０年 ４月 １日 健康支援係が保険年金課から健康推進課へ移管               

令和 ３年 ２月 １日 新型コロナウイルスワクチン接種対策室開設 

  令和 ３年 ４月 １日 地域医療戦略室を地域医療政策課に改編 

令和 ４年 ４月 １日 地域保健推進室開設 

すこやか相談所が健康推進課から保健総務課へ移管 

  令和 ５年 ４月 １日 新型コロナウイルスワクチン接種対策室が保健予防課予防接種係へ 

              移管 

  令和 ５年１０月 １日 比叡すこやか相談所移転 

  令和 ６年 ４月 １日 母子保健課開設 
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す こ や か 相 談 所 

健 康 支 援 係 

総 合 保 健 セ ン タ ー 

健 康 推 進 課 

管 理 助 成 係 

 乳 幼 児 保 健 係 

 

が ん 対 策 推 進 係 

 

管 理 係 

母 子 保 健 課 

母 子 保 健 係 

子ども発達相談センター 

３ 保健所組織図（令和 6年 4月 1日現在） 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                    

総 務 係 

医 事 薬 事 係 

生 活 衛 生 係 

食 の 安 全 推 進 係 

試 験 検 査 係 

衛 生 課 

保 健 所 

医療安全支援センター 

食 品 指 導 係 

 動 物 愛 護 セ ン タ ー 

地 域 医 療 政 策 課 

 

感 染 症 対 策 係 

精神・難病支援係 

保 健 総 務 課 

予 防 接 種 係 

管 理 係 

保 健 予 防 課 

地 域 保 健 推 進 室 

293 人（内正規職員 151人（保健所長・次長 計 2 人
含む）） 

64 人（課長・課長補佐 計 2 人含む正規職員 43 人  
会計年度任用職員 21 人） 

  
3 人（正規職員） 
  
4 人（正規職員） 
  
4 人（正規職員） 
 
30 人（正規職員） 
 
保健総務課職員兼務 
 
5 人 

32 人（課長・課長補佐 計 2 人含む正規職員 29 人  
会計年度任用職員 3 人） 

 
4 人（正規職員） 
 
7 人（正規職員） 
 
4 人（正規職員） 
 
6 人（正規職員） 

 
6 人（正規職員） 
 
64 人（課長・課長補佐 計 2人含む正規職員 26 人 特別職

12 人 会計年度任用職員 26人） 
 

7 人（正規職員） 
 

7 人（正規職員） 
 

7 人（正規職員） 
 

3 人（正規職員） 

 

33 人（課長・課長補佐 計 2人含む正規職員 20 人   会計

年度任用職員 12 人 特別職 1 人） 

3 人（正規職員） 
 

7 人（正規職員） 
 

8 人（正規職員） 

 

健康推進課職員兼務 

75 人（課長・参事・課長補佐・副参事 計 4 人含む正規職

員 19 人   会計年度任用職員 56 人）  

4 人（正規職員） 
 

7 人（正規職員） 
 

4 人（正規職員） 

 

18 人（正規職員 7 人 会計年度任用職員 11 人） 
※会計年度任用職員には、産休・育休・病休代替を含む 
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４ 職種別職員構成                    令和 6年 4月 1日現在（単位：人） 

 

 

 

 

 

職

員

数 

医
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獣

医

師 

薬

剤

師 

保

健

師 

歯

科

衛

生

士 

精
神
保
健
福
祉
士 

診
療
放
射
線
技
師 

臨

床

検

査

技

師 

管

理

栄

養

士 

発

達

相

談

員 

化

学

職 

消

防

職 

保

育

士 
事

務

職 

所 長 1 1              

次 長 1              1 

保
健
総
務
課 

課長・課長補佐 2              2 

総務係 3            1  2 

医事薬事係 4   2           2 

地域保健推進室 4   1 2          1 

すこやか相談所 30    30           

小計  43   3 32        1  7 

地域医療政策課 5    1          4 

 

衛 
 
 

生 
  

課 

課長・課長補佐 2   1           1 

生活衛生係 4  1 2           1 

食品指導係 6   6            

食の安全推進係 4         3     1 

試験検査係 7   2     1   4    

動物愛護センター 6  3            3 

小計  29  4 11     1 3  4   6 

保
健
予
防
課 

課長・課長補佐 2    1          1 

感染症対策係 7  1  4          2 

予防接種係 7    1          6 

精神・難病支援係 7    4  1        2 

管理係 3              3 

小計  26  1  10  1        14 

健
康
推
進
課 

 
 

課長・課長補佐 2    1          1 

管理係 3              3 

健康支援係 7    2 1    1     3 

がん対策推進係 8    4   1       3 

 

小計  20    7 1  1  1     10 

母
子
保
健
課 

課長・参事・課長補

佐・副参事 
4 1   1         

 
2 

管理助成係 4              4 

乳幼児保健係 7    2 1     4     

母子保健係 4    4           

 小計  19 1   7 1     4    6 

子ども発達相談センター 7 1   1      3   1 1 

合  計 151 3 5 14 58 2 1 1 1 4 7 4 1 1 49 
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５ 委員会等 

（１）大津市保健所運営協議会 

平成 21年 4月 1日、大津市が中核市への移行により保健所政令市となったことに伴い、これまで

の大津市保健対策協議会を発展的に解消し、平成 21年度から「大津市保健所運営協議会」を設置し

ている。この協議会は、地域保健法及び大津市保健所条例に基づき、市民の生涯にわたる健康の保持

及び増進、並びに公衆衛生の向上に関する総合的な施策の推進を図るため、本市における地域保健及

び保健所の運営に関する事項を審議する機関として設置したものであり、地域保健施策を推進するに

当たり、医療及び福祉との連携を図り、総合的、一体的に推進するため、保健・衛生・医療機関及び

団体、福祉団体、関係行政機関等の代表者及び公募により選ばれた市民から構成されている。 

 

① 機構、組織（平成 21年 7月 1日設置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 設置目的 

・地域住民の意見を反映した保健所業務を行う。 

・保健所が地域保健対策の中心的機関として企画及び調整等の機能を果たすとともに、医療・福祉

との連携やライフサイクルを通した包括的な健康づくりという視点から関係機関と連携して、地域

保健対策を総合的に推進する。 

・保健所業務の発展を期するため、関係者・関係機関等に対する理解を深めるとともに、地域の健

康問題への関心を高める。 

 

③ 構成員所属（10名：令和 6年 4月 1日現在） 

    ・大津赤十字病院  ・大津市医師会  ・大津市歯科医師会  ・大津市薬剤師会 

    ・大津市健康推進連絡協議会  ・大津市民生委員児童委員協議会連合会  ・大津市食品衛生協会 

  ・滋賀県獣医師会  ・大津北警察署  ・公募委員（1名） 

 

 ④ 開催状況 

開催日 出席者数 内容 

令和 5年 11月 17日 

会場  6人 

 

オンライン 

2人 

 

計   8人 

・大津市保健所事業について 

・令和 5年度おおつ保健医療プラン 2019（第 3期大津市保

健医療基本計画）専門部会の会議結果について 

・第 4期大津市保健医療基本計画策定専門部会の設置につ

いて 

・健康おおつ 21（第 3 次計画）・第 4 次大津市食育推進計

画策定専門部会の会議結果について 

・健康おおつ 21（第 3 次計画）・第 4 次大津市食育推進計

画の推進に係る専門部会の設置について 

大津市保健所運営協議会（10名） 

おおつ保健医療プラン 2019 
（第 3期大津市保健医療基本計画）専

門部会 

健康おおつ 21（第 3次計画）・ 
第 4次大津市食育推進計画策定 

専門部会 
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（２）その他の附属機関（令和 6年 4月 1日現在） 

名称 設置目的 所管課 

地方独立行政法人市立大津市民病院

評価委員会 

地方独立行政法人市立大津市民病院の業務

実績に関する評価、中期目標の策定、中期

計画の認可等に関し調査審議する。 

地域医療 

政策課 

大津市予防接種健康被害調査委員会 

予防接種に起因して発生した健康被害及び

その事後対策について必要な事項を調査審

議する。 

保健予防課 

大津市予防接種協議会 
予防接種事業の円滑な実施のために必要な

事項を調査審議する。 
保健予防課 

大津市感染症診査協議会 

感染症の患者に対する就業制限、入院勧告、

入院期間の延長及び医療の公費負担などに

関し必要な事項を協議する。 

保健予防課 

大津市肺がん結核検診協議会 
肺がん結核検診を円滑に実施するために必

要な事項を調査審議する。 
健康推進課 

大津市消化器がん検診協議会 

消化器がん検診（胃がんを除く）を円滑に

実施するために必要な事項を調査審議す

る。 

健康推進課 

大津市胃がん検診協議会 
胃がん検診を円滑に実施するために必要な

事項を調査審議する。 
健康推進課 

大津市歯科保健推進協議会 
歯科保健事業を円滑に実施するために必要

な事項を調査審議する。 
健康推進課 

大津市乳がん検診協議会 
乳がん検診を円滑に実施するために必要な

事項を調査審議する。 
健康推進課 

大津市がん対策推進委員会 
がん対策の推進に関する重要事項について

必要な事項を調査審議する。 
健康推進課 

大津市小児慢性特定疾病審査会 

児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第

19条の 4第 1項の規定に基づき小児慢性特

定疾病に係る医療給付の対象者の認定及び

当該疾病の治療研究事業の実施に関し必要

な事項を調査審議する。 

母子保健課 
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６ おおつ保健医療プラン 2019（第 3期大津市保健医療基本計画） 

保健医療を取り巻く環境の変化を捉え、本市の実情に即した質の高い効率的な保健医療体制の整備

を目指し、令和元年度から 6年間の計画として策定した。 

 

（１）プランの基本的な考え方 

 ① 基本理念 

   いつまでもいきいきと暮らすことのできるまち･大津 

      ～健康は自分で･地域で･社会でつくる～ 

 

② 基本目標 

基本理念の下、市民一人ひとりが自分の「こころとからだ」の健康に関心を持ち主体的に健康づく

りに取り組むとともに、身近な地域で安全･安心な保健医療サービスが受けられる健康のまちづくり

の実現を目指し、3つの基本目標を掲げてプランの推進を図る。 

   ・生涯にわたる健康づくりを進めます 

   ・安全で快適な生活環境づくりを進めます 

   ・安心して暮らせる医療体制づくりを進めます 

    

（２）プランの推進 

① 進捗管理 

本プランで目指す姿を実現するために、市民、行政（滋賀県、本市）、保健･医療･介護サービス提

供者などの関係者の理解と協力を得て、計画に位置づけた施策を実行していく。 

また、本プランの実効性を高めるために、毎年度、施策の推進状況とそれにより得られた成果につ

いて評価を行い、その結果を踏まえてより効果的な施策へと見直しを行う。 

ア．指標の設定 

本プランをより実効性あるものとするために、取組ごとに目指す姿を明らかにし、目指すべき方向

を踏まえて課題の解決に向けた施策を明示するとともに、施策の進捗状況の把握、評価を実施するた

め、指標を設定した。 

イ．進捗の評価 

本プランを着実に推進するため、毎年度、設定した指標の改善、取組状況を把握し、本プランの進

捗評価を行う。 

なお、本プランの進捗評価については、毎年度、大津市保健所運営協議会（専門部会）で報告を行

い、関係者間で目指す姿の実現に向けた課題の改善状況を共有し、更なる取組の展開へとつなげ、取

組による成果を継続的に高めていく。 

ウ．中間評価 

3年ごとに中間評価又は改定を行い、滋賀県保健医療計画との整合を図り、一体的に保健医療施策

を推進する。 

 

② 推進体制 

本プランは、市民、行政、保険者、医療機関、関係団体などの多様な主体による一体となった取組

が重要であることから関係者と施策の進捗状況や課題の改善状況を共有し、連携を図りながら施策を

推進する。特に公益社団法人大津市医師会、一般社団法人大津市歯科医師会、一般社団法人大津市薬

剤師会の果たす役割は大きく、これら三師会との連携を強めプランの推進を図る。 
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第２節 予算及び事業の概要 

１ 保健総務課                       （単位：千円） 

 令和 5 年度 令和 6 年度 

説明（令和 6 年度） 決算 

見込額 

左の特定財源 

内訳 
予算額 

左の特定財源 

内訳 

１職員給与費 284,913 国 5,741 289,455 国 5,477  保健総務課（45 人） 

２保健所運営事

業 

20,882 諸 884 39,602 諸 

債 

815 

12,100 
保健所の管理運営経費 

 

３総合保健対策

事業 

14,307 

 

県 235 

 

 

10,737 

 

県 280 (1)総合保健対策事業   （7,589 千円） 

地域・職域における健康づくりを進

めるための連携会議の開催や献血事

業に取り組むほか、看護師を確保する

ため、市内看護師養成学校への支援を

実施する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(2)健康危機管理体制整備事業 

（2,937 千円） 

健康危機事例発生時において、迅速

かつ効果的な対応を行うため、平時よ

り健康危機事例発生に備えた組織体

制の整備と、大規模災害（原子力災害

含む）が発生した場合に備えた市民啓

発と情報提供、災害備品や医薬品の確

保と維持を行う。 

(3)健康おおつ 21 推進事業 

(211 千円) 

健康おおつ 21（第 3 次計画）・第 4

次大津市食育推進計画専門部会を開

催し、関係機関、団体との協働のもと

にその総合的な推進を図る。 

また、健康おおつ 21 応援団事業を

推進し、地域や事業所等との連携によ

る健康づくりに取り組む地域づくり

をさらに推進する。 

４医務薬務等指

導事業 

2,355 使 2,345 2,683 使 1,246 医療法、医薬品医療機器等法、毒物

劇物取締法等に基づく許可及び届出

に関する事務を行うとともに、医療機

関や医薬品、毒物劇物等の製造・販

売・管理を行う事業者に対し立入検査

や監視指導を行う。また、医療に関す

る苦情や相談等に対応するため、保健

総務課内に「医療安全支援センター」

を開設し運営する。 

(1)医療監視事業      （473 千円） 

(2)会計年度任用職員等雇用経費 

 (1,852 千円) 

(3)薬事指導事業       （328 千円） 

(4)毒物劇物指導事業    （ 30 千円） 

５衛生統計調査

事業  

1,816 国 1,816 1,074 国 1,074 厚生労働省において、政策の企画及

び立案に必要な資料を得るために実

施する保健衛生に関する各種調査に

ついて、保健所が国の委託を受けて実

施する。 

６すこやか相談

所管理運営事業  

79,661 国 

県 

諸 

債 

16,551 

4,132 

340 

7,000 

94,141 国 

県 

諸 

債 

18,876 

4,718 

372 

3,300 

市民の健康増進を図るため、市内７

ブロックごとにすこやか相談所を設

置運営し、地域保健活動の充実を図

る。 

(1)すこやか相談所運営事業      

（46,305 千円） 
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(2)会計年度任用職員雇用経費 

（47,836 千円） 

７墓地等経営許

可事業 

19 
  

28 
  

墓地、埋葬等に関する法律に基づ

き、墓地等の経営許可を行う。 

８会計年度任用

職員雇用経費 

52,378 国 

県 

4,269 

2,601  

56,816 国 

県 

 

1,933 

3,141 

 

保健所運営における事務補助や育

休代替の会計年度任用職員雇用に要

する経費 

合 計 456,331 

使 

国 

県 

諸 

債 

2,345 

28,377 

6,968 

1,224 

7,000 

494,536 

使 

国 

県 

諸 

債 

1,246 

27,360 

8,139 

1,187 

15,400 
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２ 地域医療政策課                     （単位：千円） 

 令和 5 年度 令和 6 年度 

説明（令和 6 年度） 決算 

見込額 

左の特定財源 

内訳 
予算額 

左の特定財源 

内訳 

１職員給与費 39,623   41,612   地域医療政策課（5 人） 

２地域医療確保

支援事業 

177,777 県 

 

18,241 155,905 県 

 

18,173 (1)地域医療推進事業 （31,488 千円） 

地域医療の一端を担う在宅医療の

環境整備を進めるため、訪問看護・訪

問診療体制強化事業や地域リハビリ

テーション支援体制整備事業を推進

する。 

(2)医療確保対策事業（124,417 千円） 

夜間及び休日、地域に必要な医療体

制（後方医療、小児救急医療、公的病

院等運営、私的二次救急医療）を確保

するため、関係機関に対して、それぞ

れ財政支援を行う。 

また、地方独立行政法人市立大津市

民病院の業務実績評価及び第 3期中期

目標の策定を行うため、地方独立行政

法人市立大津市民病院評価委員会を

運営する。 

３地方独立行政

法人市立大津市

民病院運営支援

等事業 

1,624,023  

 

 

 

1,653,536 

  

地方独立行政法人法に規定する設

立団体が負担すべき経費（法人の事業

の経営をもって充てることが適当で

ない経費など）について、総務省から

の通知に基づく運営費負担金等を支

出し、地域医療の確保を図る。 

一 般 会 計

合 計 
1,841,423 

県 

 

18,241 

  
1,851,053 

県 18,173  

病院事業債管理

特 別 会 計 

1,804,885

   

債 

諸 

582,800 

1,222,085 

1,962,705 債 

諸 

637,300 

1,325,405  

地方独立行政法人市立大津市民病

院の設備投資に関する長期債（移行前

病院事業債など）を償還するととも

に、新たな設備投資に必要な資金を長

期貸付けし、これに必要な資金を長期

借入れする。 

なお、長期債務の負担義務は法人で

あることから、法人から本市への償還

される額を財源として合わせて管理

する。 
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３ 衛生課 

（単位：千円） 

 令和 5 年度 令和 6 年度 

説明（令和 6 年度） 決算 

見込額 

左の特定財源 

内訳 
予算額 

左の特定財源 

内訳 

１職員給与費 195,386 

 

使 13,907 193,423 使 9,528 
衛生課（23 人）動物愛護センター（6 人） 

２総合保健対策

事業 

715 

 

国 

諸 

340 

81 

3,661 

 

国 

諸 

2,980 

101 
(1)食環境整備事業     (3,661 千円) 

「大津市食育推進計画」の進捗管理及び

啓発を行う。また、特定給食施設及び多数

給食施設において栄養管理が適切に行われ

るよう、施設に対する計画的な栄養指導を

行う。また、国民健康・栄養調査を国の委

託を受けて実施する。 

３生活衛生事業 

 

6,284 

 

使 

 

414 

 

 

50,703 使 690 (1)衛生総務事業           (50,013 千円) 

衛生課全体の一般事務、生活衛生等管理

システムの新規導入を実施する。 

(2)生活衛生監視指導事業      (551 千円) 

旅館業法、公衆浴場法、興行場法、理容

師法、美容師法、クリーニング業法、建築

物における衛生的環境の確保に関する法

律、温泉法及び滋賀県遊泳用プール条例に

基づく営業施設の許可及び届出事務並びに

監視指導（立入検査等）業務を実施する。 

(3)生活衛生啓発事業          (139 千円) 

生活衛生を確保するため、事業者や市民

対象の講習会開催や啓発資料（リーフレッ

ト等）の作成・配布などの啓発事業を実施

する。 

４食品衛生事業 

 

3,567 

 

使 

 

3,567 4,471 使 4,471 (1)食品衛生監視指導事業    (2,078 千円) 

食品衛生法、食品表示法、食鳥処理の事

業の規制及び食鳥検査に関する法律、滋賀

県ふぐの取扱の規制に関する条例に基づく

食品衛生関係施設の許可及び届出事務並び

に監視指導（立入検査等）業務を実施する。 

(2)食品衛生啓発事業          (936 千円) 

  食中毒等の発生を防ぐため、市民を対象

とした講習会や意見交換会を行い、正しい

食品安全の知識の普及啓発及びリスクコミ

ュニケーションを実施する。 

(3)食品衛生自主管理推進事業(1,457 千円) 

食品事業者自らが自発的に衛生管理を行

うことを促すための助言、指導を行うとと

もに、ＨＡＣＣＰ適合証明制度の普及をす

すめる。 

５検査事業 

 

46,973 

 

国 13 

 

50,051 国 9 (1)検査施設管理運営事業   (37,522 千円) 

食品・生活衛生、感染症、環境（水質）

等に関する行政検査のための検査機器等の

更新、維持管理及び運営を行う。 

(2)衛生検査事業           (11,133 千円) 

食品の成分規格、残留農薬、アレルギー

物質、放射性物質等の検査及び食中毒、感

染症の原因究明のための検査、また、浴場

水、医薬品等の検査を実施する。 

(3)環境検査事業            (1,396 千円) 

工場・事業場の排水、河川の水質等の検

査を実施する。 
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６動物愛護管理

事業 

 

9,610 使 

諸 

638 

16 

 

29,598 

 

使 

諸 

債 

591 

30 

11,700 

(1)動物愛護管理事業        (7,869 千円) 

動物の愛護及び管理に関する法律等に基

づき許可及び届出事務並びに監視指導業

務、動物愛護や適正飼育の啓発、犬・猫の

引き取り、保護等の業務を実施する。 

(2)地域猫活動支援事業      (252 千円) 

所有者不明の猫に係る諸問題を解決すべ

く、地域猫活動の普及啓発や不妊手術等を

行う。 

(3) 動物愛護センター管理運営事業 

(3,030 千円) 

動物愛護センターの管理運営に関する業

務を実施する。 

(4) 動物愛護センター施設改修事業 

             (15,631 千円) 

経年劣化した施設について、年次計画的

に改修を実施する。 

(5)会計年度任用職員雇用経費(2,816 千円) 

７狂犬病予防事

業 

6,880 

 

使 6,880 

 

9,200 使 

 

9,200 (1)狂犬病予防事業費        (8,746 千円) 

狂犬病予防法に基づき、狂犬病予防注射

及び飼犬登録事務等の業務を実施する。 

(2)会計年度任用職員雇用経費  (454 千円) 

８公衆浴場運営

補助事業 

5,296 

 

県 1,200 5,100 県 1,950 地域住民にとって保健衛生上欠くことの

できない公衆浴場の経営安定と自立を図る

ため、その実施した事業等に対して補助金

を交付する。 

９防疫衛生事業  

 

  45   大津市地域防災計画に基づき、災害時等

及び感染症発生時に防疫作業を実施する。 

合 計 274,711 

使 

国 

県 

諸 

 

25,406 

353 

1,200 

97 

 

346,252 

使 

国 

県 

諸 

債 

24,480 

2,989 

1,950 

131 

11,700 
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４ 保健予防課                       （単位：千円） 

 令和 5 年度 令和 6 年度 

説明（令和 6 年度） 決算 

見込額 

左の特定財源 

内訳 
予算額 

左の特定財源 

内訳 

１職員給与費 187,363 

 

国

県 

 

5,589 

3,171 

194,120 県 

 

2,731 

 

 
保健予防課（26 人） 

２感染症予防

事業 

 

531,573 国 

県 

143,002 

312,841 

67,444 

 

国 

県 

30,066 

145 
(1)保健予防事業      （2,655 千円） 

保健予防課全体に関する一般事務経費 

(2)感染症予防事業     （23,245 千円） 

感染症の流行予測のため発生動向調査を実

施する。また、感染症法に基づき感染症の疫

学調査、保健指導等を実施し二次感染の予防

に努める。 

令和 5 年度に策定した大津市感染症予防計

画に基づき、感染症対策を総合的かつ計画的

に推進する。 

(3)感染症医療療養費事業  （10,419 千円） 

感染症患者の医療費について、適正な医療

の普及を図るため、入院の場合は医療に要す

る費用を、また通院の場合は必要な医療費の

95％に相当する額を公費負担する。 

(4)特定感染症予防対策事業 （17,769 千円） 

エイズ予防対策として、啓発・ＨＩＶ検査・

相談を実施し、性病予防対策として梅毒検査

を実施する。また、薬害肝炎問題の対応とし

てウイルス性肝炎検査の実施、肝炎治療特別

促進事業の申請窓口事務を実施する。 

令和元年度から 3 か年計画で、追加的風し

ん対策事業が開始され、令和 4 年度から 3 か

年延長となった。 

(5)結核予防対策事業   （11,588 千円） 

結核の早期発見、まん延予防及び患者の適

正医療の確保のため、感染症診査協議会の運

営、接触者健康診断、結核患者精密健診、服

薬及び療養支援、私立学校等健康診断費補助

事業を実施する。 

(6)会計年度任用職員雇用経費 

（1,768 千円） 

３予防接種事

業  

2,031,247 国 

県 

937,961 

195 

892,985 県 45,889 (1)予防接種事業費   （892,648 千円） 

感染のおそれがある疾病の発生及びまん

延を予防するため、予防接種法による予防接

種を実施する。（五種混合、ポリオ、四種混

合、ＢＣＧ、日本脳炎、二種混合、麻しん、

風しん、水痘、ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮

頸がん予防、Ｂ型肝炎、ロタウイルス感染症、

インフルエンザ（高齢者）、高齢者肺炎球菌、

新型コロナ（高齢者）） 

令和元年度から 3 か年計画で、追加的風し

ん対策事業が開始され、令和 4 年度から 3 か

年延長となった。 

(2)会計年度任用職員雇用経費 

（337 千円） 

４難病支援事

業 

 

1,815 

 

国 

県 

770 

29 

2,063 

 

国 

県 

769 

45 
(1)難病患者地域支援対策推進事業(659 千円) 

難病患者に対する適切な在宅療養支援が行

われるよう、関係機関と連携の下、在宅療養

支援計画策定評価事業、訪問相談事業、難病

対策研修事業等を実施し、難病患者地域支援

対策を推進する。 
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(2)特定疾患治療研究事業     （45 千円） 

原因が不明で、治療法が確立していない難

病のうち厚生労働省が指定した疾患につい

て、医療費の公費負担申請窓口事務を実施す

る。 

(3)会計年度任用職員雇用経費 

（1,359 千円） 

５精神保健福

祉事業 

14,096 

 

国

県 

2,973 

4,264 

 

 

18,743 国

県 

4,467 

6,131 

 

(1)精神保健福祉事業費       （3,424 千円） 

精神障害者が、住みなれた地域で安心して

暮らせるよう相談・支援体制の充実と、医療・

保健・福祉関係者のチーム支援体制の充実に

努める。自殺対策の検討。 

(2)会計年度任用職員雇用経費 

（15,319 千円） 

６健康被害対

策事業 

7 県 

諸 

4 

3 

11 県 

諸 

3 

4 
(1)被爆者対策事業 

原子爆弾被害者に対する援護に関する法律

に基づく医療費の給付、各種手当の支給に関

する申請窓口事務、健康診断、原爆二世に対

する健診案内、訪問介護費用の公費負担申請

窓口事務を実施する。 

(2)アスベスト対策事業 

アスベストによる健康被害を受けられた

方、又はその遺族の方で、労働災害の対象と

ならない方に対して支給される救済給付の受

付事務を実施する。 

合 計 2,766,101 

国 

県 

諸 

1,090,295 

320,504 

3 

1,175,366 

国 

県 

諸 

35,302 

54,944 

4 

 

 

－20－



- 21 - 

５ 健康推進課 

（単位：千円） 

 令和 5 年度 令和 6 年度 

説明（令和 6 年度） 決算 

見込額 

左の特定財源 

内訳 
予算額 

左の特定財源 

内訳 

１常勤職員給与

費 

191,237 県 80 97,964   
健康推進課(20 人) 

２総合保健セン

ター管理運営事

業 

98,859 諸 119 50,868 

 

   総合保健センターは、「生涯健康都市大

津」を目指し市民の健康保持・増進と保

健サービスの一層の充実を図る。 

(1)総合保健センター運営事業 

（11,699 千円） 

(2)会計年度任用職員雇用経費 

(15,012 千円） 

(3)総合保健システム事業 （24,157 千円） 

３小児保健対策

事業 

196,572 使 

国 

県 

諸 

2,690 

76,119 

6,149 

6,067 

   

母子保健課で計上。 

４母性保健対策

事業 

233,757 国 

県 

18,378 

7,484 

   
母子保健課で計上。 

５健康増進対策

事業 

69,178 使 

国 

県 

寄 

諸 

737 

252 

10,456 

1,176 

32,160 

137,131 使 

国 

県 

諸 

680 

252 

11,318 

95,377 

 

(1)健康教育相談事業     （234 千円） 

健康増進に関する正しい知識の普及や

健康に関する個別の相談に応じることで

市民の健康意識を高め疾病予防を図るこ

とを目的に、健康教育及び健康相談を実施

する。 

(2)健康推進事業     （1,684 千円） 

市民の身近なところで健康づくりを行

うため、地域の健康づくりリーダーである

健康推進員を養成する。 

(3)基本健康診査事業      （2,921 千円） 

生活保護受給者等を対象に、生活習慣病

の早期発見・早期治療を目的とした健康診

査を実施する。 

(4)歯科保健推進事業   （7,161 千円）  

成人歯科保健対策として、歯周病検診

（30 歳・35 歳・40 歳・45 歳）と妊婦歯科

検診を実施する。 

(5)肝炎ウイルス検診事業 （10,990 千円） 

肝炎ウイルス感染者の早期発見を目的

に、医療機関委託による個別検診及び集団

特定健診と同時実施による集団検診を実

施する。 

(6)後期高齢者健康診査事業 

 （101,897 千円） 

滋賀県後期高齢者医療広域連合から委

託を受け、後期高齢者医療制度被保険者を

対象とした健康診査を実施する。 

(7)がん対策推進事業   （11,460 千円） 

大津市がん対策推進条例の施行に伴う

大津市がん対策推進基本計画に基づき、が

ん対策を推進する。 

(8)受動喫煙防止対策事業  （784 千円） 

 健康増進法に基づき、各施設管理権原

者等の受動喫煙防止対策の促進に向け

て、啓発や指導等を行う。 
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６がん検診推進

事業 

288,776 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使 

国 

諸 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

38,089 

7,182 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

291,040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使 

国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,402 

6,581 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種がんの早期発見を目的に、医療機関 

委託による個別方式及び検診機関委託によ

る集団方式によりがん検診を実施する。 

また、がん検診受診率向上対策として、 

受診券や無料クーポン券の送付等を実施す

る。 

(1)胃がん検診・胃がんリスク検診事業       

（24,699 千円） 

(2)子宮頸がん検診事業  （89,990 千円） 

(3)乳がん検診事業       （40,570 千円） 

(4)大腸がん検診事業   （42,327 千円） 

(5)肺がん結核検診事業  （79,510 千円） 

(6)がん検診推進事業   （13,944 千円）   

一 般 会 計 

合 計 
1,078,379 

使 

国 

県 

寄 

諸 

41,516 

101,931 

24,169 

1,176 

38,351 

577,003 

使 

国 

県 

諸 

 

37,082 

6,833 

11,318 

95,377 

 

 

国民健康保険 

事業特別会計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

254,318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  283,952 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(1)保健事業        (60,453 千円) 

 国民健康保険被保険者の健康保持、増

進のために、国民健康保険法第 82 条に基

づき保険者として生活習慣病重症化予防

対策や重複頻回受診者等の訪問指導、が

ん検診受診費用の助成等を実施する。 

(2)特定健診・保健指導事業 

            (223,499 千円) 

 高齢者の医療の確保に関する法律第 20

条及び第 24 条に基づき保険者として、国

民健康保険被保険者に糖尿病等の生活習

慣病の発症や重症化を予防することを目

的に健康診査・保健指導を実施する。 
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６ 母子保健課 

（単位：千円） 

 令和 5 年度 令和 6 年度 

説明（令和 6 年度） 決算 

見込額 

左の特定財源 

内訳 
予算額 

左の特定財源 

内訳 

１常勤職員給与

費 

   99,144 県 79 

 
母子保健課(19 人) 

２総合保健セン

ター管理運営事

業 

   46,277 

 

 

 

 

 

 

 

 総合保健センターは、「生涯健康都市大

津」を目指し市民の健康保持・増進と保健

サービスの一層の充実を図る。 

(1)会計年度任用職員雇用経費 

(42,163 千円） 

(2)母子保健管理事業費   （4,114千円） 

３健康増進対策

費 

   574   (1)食育推進事業費      (574千円） 

 乳幼児の栄養に関する事業を実施。令和

6 年度から、小児肥満個別相談を小児栄養

個別相談に変更し、対象者を広げて実施す

る。  

４小児保健対策

事業 

   192,083 

 

国 

県 

諸 

69,469 

6,491 

4,451 

(1)乳幼児健診事業     (29,572 千円) 

乳幼児に対し、心身の健康管理について

の適切な指導を行うとともに、心身障害及

び各種疾病や虐待等の支援の必要性を早期

に発見して、早期対応や治療に結びつける

ことを目的として実施する。 

また、幼児健診受診時に虫歯予防処置を

受ける幼児が増え、歯・口腔への関心を高

めてもらう機会となるよう、手数料を無料

にする。 

(2)会計年度任用職員雇用経費 

    (17,563 千円) 

乳幼児健診に係る専門職を雇用し、円滑

な事業推進を図る。 

(3)未熟児養育医療給付事業 

（24,948 千円） 

 母子保健法に基づき、医療が必要な未熟

児に対して養育に必要な医療の給付を実

施する。 

(4)小児慢性特定疾病対策事業 

            （120,000 千円） 

児童福祉法に基づき慢性疾病により長期

にわたり療養を必要とする児童等の健全な

育成を図るため、当該疾病の治療方法に関

する研究等に資する医療の給付を実施す

る。 
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５母性保健対策

事業 

 

   377,402 国 

県 

 

27,187 

50,513 

 

 

(1)母性保健事業      （6,502 千円） 

保健・福祉・医療・教育等の関係機関と

連携を図りながら、不妊相談、多胎児家庭

育児支援、各種教室を実施する。 

令和 5 年 2 月からは、切れ目ない子育て

支援を行うため伴走型相談支援事業を実施

している。 

(2)会計年度任用職員雇用経費 

 （38,813 千円） 

伴走型支援に係る助産師、事務職を雇用

し、円滑な事業推進を図る。 

(3)産後うつ対策事業    （4,567 千円） 

出産後は、うつ病や産後精神病など女性

の生涯で最も精神障害をきたしやすい時期

である。新生児訪問時に、産後うつスクリ

ーニングを実施し、支援が必要な母親及び

家族に対して継続訪問を実施する。令和 3

年 4 月から産後ケア事業を実施している。 

(4)妊婦健診事業     （327,084 千円） 

妊婦の健康管理の充実と経済的負担軽減

を図るため、公費負担制度を実施しており、

基本受診券 14 枚、検査受診券 10 枚を交付

している。令和 6 年 4 月から、妊婦健康診

査において基本受診券による助成上限額の

増額を実施するとともに 14 回を超えた基

本健診や基本受診券及び検査受診券に記載

されている項目において受診券による助成

上限額を超えて自己負担された方への償還

払い並びに、産婦健康診査の助成をしてい

る。 

(5)不育症治療費助成事業  （436 千円） 

不育症の検査及び治療（アスピリン療法

及びヘパリン療法に限る。）を受けた者に対

し、費用の一部を助成することにより、そ

の経済的負担を軽減する。 

一 般 会 計 

合 計 
   715,480 

国 

県 

諸 

96,656 

57,083 

4,451 
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７ 子ども発達相談センター 

（単位：千円） 

 令和 5 年度 令和 6 年度 

説明（令和 6 年度） 決算 

見込額 

左の特定財源 

内訳 
予算額 

左の特定財源 

内訳 

１職員給与費 47,780   48,718   子ども発達相談センター(7 人) 

２小児保健対策

費 

44,396 国 

県 

 

2,503 

706 

51,802 国 

県 

 

2,503 

706 

(1)会計年度任用職員雇用経費 

(43,745 千円) 

(2)子ども発達相談事業    (8,057 千円) 

3歳 6か月児健診終了後の幼児から中学

生までの発達に関する相談を実施する。 

① 発達相談・発達検査 

専門職種（発達相談員、作業療法士、保

健師など）が発達相談を受け、必要に応じ

て発達検査を実施する。 

② 小児科医による診察 

発達等に関する診察を行い、支援や治療

の方向性について助言する。 

③  地域連携・保護者支援 

校園との連携（訪問観察等）及び研修会

の開催により、子どもの発達について理解

を促す。 

合 計 92,175 
国 

県 

2,503 

706 
100,520 

国 

県 

2,503 

706 
 

 

※千円単位での表示のため、合計金額が一致しない場合がある。 
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